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ア
ツ
シ
=
ア
棋
幣

ア

ア
紙
幣

ツ

手/

河

健

ー-， 

野

前

言

シ

ヨ本
:/ll1=高
」は

中ア
庄) Jレ

づ主

ツ l
..y }L 

ーヲr
ア

ス
紙

幣"干
に ーι
閲『
す E萱
る史
項七
同 D
の イ
綿ン
介フ
で ν
あ l

る。
7
7
v
-
一
7
は
フ
ラ
ン
ス
大
草
命
中
に
、
革
命
政
府
に
よ
っ

て
、
軍
費
支
併
を
そ
の
営
面
の
目
標
と
し
て
護
行
さ
れ
た
不
換

紙
幣
で
あ
っ
て
、
前
後
七
年
に
亙
り
、
四
百
五
十
億
リ

I
プ
ル

に
も
上
る
蛮
行
額
を
示
し
、
不
換
紙
幣
イ
ン
フ
レ
1
シ
ヨ
V

の

古
典
由旬

ー形
一態

と
アし
ヅて

U 事
二げ

ァ P
の V
1聖 L
1Tの

π? 
あ
る

ア
ツ
シ
ニ
ア

D
褒
行
は
厳
密
忙
は

一
七
八
九
年
十
二
月
一

九
一
一
一
日
の
法
令
に
始
ま
る
。
図
民
曾
議
は
7
y
シ
ア
y

レ
ジ
ー
ム
の
王
金
上
ぴ
僧
侶
、
移
住
貴
族
自
領
有
地
を
波
牧
し

て
図
有
財
産
と
た
し
、
之
を
捲
保
と
し
て
先
づ
五
分
利
付
き
相

事
主
十
二
容

五
O 

第

拙

王
O 

町
一
千
リ
l
プ
ル
の
ア
ツ
シ
一
↑
ア
四
億
リ

1
プ
ル
の
議
行
を
企
1
・

e
I

。

亡
、
同
時
に
閥
有
財
産
を
賀
却
し
て
そ
の
準
備
に
吏
て
ん
と
し
回
目
ナ

M
礼

同

市

て
臨
時
銀
行
を
創
設
し
た
。
亡
の
時
の
ア
ウ
シ
=
ア
は
、
固
有
他

L
M

z
e
l
 

財
産
自
購
入
を
優
先
的
に
認
め
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
図
偵
そ
の
他
わ
m
山↑

T
出

の
債
務
詮
券
と
の
交
換
を
許
さ
れ
た
一
の
債
務
詮
宏
氏
遁
単
一
夜
間
5
時

h
リ

z-
日
L
U

か
っ
た
。
し
か
し
革
命
政
府
の
財
政
難
は
、
関
有
財
産
の
一
排
下

L
I
f

・3
陪
〆
む

羽

江

7

げ
が
反
革
命
へ
の
恐
怖
か
ら
徐
々
に
し
か
進
行
し
を
か
っ
た
潟
E
岬

P
茸

め
に
、
各
々
深
刻
さ
を
増
し
、
一
七
九

O
年
四
月
に
は
、
7
V
E
一
即
日
叫
市

計

町

m
る

シ
ニ
ア
白
利
子
を
三
分
に
引
下
げ
、
そ
れ
に
強
制
通
用
力
を
附
山

F
M廿

興
す
る
と
と
が
命
ぜ
ら
れ
、
九
月
に
は
護
行
額
を
四
億
か
ら
十
比
一
団

一仁

d
μ
u
i

二
憶
に
増
加
す
る
と
共
に
、
利
子
が
廃
止
せ
ら
れ
、
己
L
に
ア

m
潤
凶
判

山
岨
回
定

ツ
シ
ニ
ア
は
不
換
紙
幣
と
し
て
、
そ
の
不
断
の
債
格
時
党
動
を
受
M
m
m
持

J
u
n
L
 

け
る
こ
と
よ
り
、
同
年
末
ま
で
に
そ
り
殻
詰
額
は
二
十
一
パ
は
叫

億
リ
I
プ

ル

に

遣

し

た

。

山

-

山

由

暗

中
団
沼
田

空
一
七
九
二
年
の
春
、
ジ
ロ

Y
F黛
と
の
抗
争
後
政
槽
を
掌
九
四
l

削
同

t
n
w叫
臼

握
し
た
ジ
ヤ
コ
パ

γ
集
に
よ
る
コ

y
ヴ
ア
Y

シ
ヨ

Y
議
舎
は
、
」
町
四
日
即
時

外
戟
に
上
る
戦
費
の
増
大
を
賄
ふ
た
め
に
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
ま
剖
弛
問
主

で
の
恐
怖
時
代
を
通
じ
て
ア
ツ
シ
ニ
ア

D
流
通
額
を
そ
の
=
一
倍
z

2) 



の
五
十
五
億
9
1
プ
凡
に
ま
で
増
加
せ
し
め
た
。

と
の
様
た
ア
ツ
シ
ェ
ア
白
膨
脹
に
叫
制
し
て
、
岡
有
財
瑳
白
買

却
は
一
向
に
、
進
捗
せ
や
、
加
ふ
る
に
ア
ツ
シ
一
一
ア
は
堆
積
し
た

債
務
D
償
却
に
充
て
ら
れ
注
い
で
日
々
の
園
家
経
費
白
た
め
に
一

支
沸
は
れ
た
か
ら
直
ち
に
そ
れ
は
名
目
債
格
以
下
へ
の
下
落
と

物
債
騰
貴
と
を
窓
起
し
た
。
百
リ
1
プ
凡
の
ア
ウ
シ

2
7
が
如

何
に
下
落
し
た
か
は
、
吠
表
に
上
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

1795 1791 1792 1793 1794 

一月 91 7旨 51 40 1第四月共和三年

二月 91 61 52 41 1領主月

三月 90 59 51 36 1第六月 ーー

凶月 896843361帯七月

主月 855852341ィ第九月 ..•.. 6 

六月・ 855736301第九月 6 

七月 ..87 61 23 34 I第十月 •.•..... 4 

八月 79 61 22 31 I帯士月 ・ 4

九月 82 72 27 28 1需主月ー ..... 3 

十月 8471 28 281第一月共和四年 2 

士月 827333241停二月 1 

主月 79 72 48 20 1博三月

8

7

4

8
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ア
ツ
シ
一
-
ア
担
幣

ー 04

種
ム
干
の
野
策
と
ぞ
の
結
果

コ
V
ヴ

7

y
シ
ヨ
ン
議
員
か
ら
た
る
公
安
委
員
舎
は
、
ア
ツ

シ
Z
7
0
か
i
h

る
念
激
投
下
落
に
劃
し
て
、
捲
保
た
る
国
有
財

建
の
擦
大
最
上
ぴ
園
庫
牧
入
の
増
加
を
計
っ
た
の
み
な
ら
宇
、

突
の
如
き
種
々
白
針
策
を
講
じ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

に
於
て
莫
大
な
量
の
ア
?
シ
ニ
ア
が
不
断
に
流
通
界
に
投
ぜ
ら

れ
た
限
り
に
於
て
、
そ
れ
等
の
針
策
白
妓
旧
取
に
つ
い
て
多
〈
を

期
待
し
得
在
い
と
と
は
、
最
早
明
か
で
あ
っ
た
。

強
制
公
債

一
七
九
百
一
年
九
月
三
日
の
法
律
は
、
平
和
恢
復

後
二
年
以
内
に
排
消
さ
れ
る
無
利
子
十
億
の
強
制
公
債
を
護
行

ず
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
公
債
は
一
千
リ
l
プ
ル
以
上
の

不
持
所
得
を
有
す
る
者
に
そ
の
保
有
を
強
制
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
之
に
よ
っ
て
ア
ツ
シ
=
ア
の
岡
牧
を
企
て
、
そ
の
債
格

維
持
む
た
め
に
は
株
式
取
引
の
み
友
ら
や
株
式
合
枇
を
も
廃
止

し
た
り
、
矯
替
を
図
家
統
制
の
下
に
置
き
在

E
す
る
と
と
に
由

っ
て

一
時
的
に
は
ア
ツ
シ
ニ

7

0
流
通
額
を
入
億
四
千
寓
リ

ー
プ
ル
に
主
で
減
少
せ
し
め
る
と
と
が
出
来
た
が
、
忽
ち
に
し

館
五
十
二
巻

五

J第

鵠

"'!i. 

方

利子支捕のみで一億六千万リープルを超え歳入。宇ばを占めたと肯はれる。3) 



ア
ツ
ジ
一
一
ア
紙
幣

て
反
騰
に
謹
ひ
、

務
行
額
は
再
び
五
十
億
を
超
過
し
て
了
つ

?と
物
倒
閣
統
制

ア
ツ
シ
-
一

T

D
下
古
川
は
首
然
に
念
激
た
物
価
問
騰

責
主
件
ひ
、
特
に
生
活
必
需
品
に
於
て
著
し
か
っ
た
引

七

九

二
年
に
は
波
牧
と
死
刑
と
白
罪
科
の
下
に
穀
物
と
小
葬
粉
白
輪

出
を
防
止
し
、
翌
年
五
月
に
は
穀
物
検
査
法
を
定
め
、
国
家
の

徴
愛
穫
と
品
種
別
白
最
高
債
格
を
決
定
し
た
が
、
九
月
に
は
そ

の
う
ち
=
一
九
商
品
の
最
高
債
格
の
三
分
ノ
一
引
上
げ
を
飴
儀
友

〈
さ
れ
た
。
更
に
注
目
ナ
ベ
昔
と
と
は
、
惨
虐
を
敢
で
し
た
恐

怖
政
治
に
も
拘
は
ら
守
、

と
れ
ら
最
高
債
格
は
決
し
て
履
行
さ

れ
友
か
っ
た
と
と
で
あ
る
。

し宇品
め F 、ιL
ιご 上
アで

ツ 賀
シり

ア農
の上i';
債は
値生
下産『
落物商
はを人
、隠は

か蔽法
〈 し量聞
してを
て市潜
モ揚つ
白をで

間荒最
忙陵高
在せ債

っ
て
、
む
ほ
進
行
し
た
の
で
あ
っ
た

Q

通
貨
統

7
ツ
シ
一
一
ア
の
強
制
活
用
と
そ
の
下
溶
は
、

方
E
は
金
属
貨
幣
の
顕
著
左
騰
責
主
意
味
し
た
。
例
へ
ば
共
和

一
年
第
七
月
始
め
に
は

一
一
四
ロ
1
プ
ル
の
ん
イ
金
貨
は
ア
ツ

v
=
7
白
一
八

O
り
1
プ
ん
に
相
首
し
た
が
、
翌
年
第
六
月
末

比
四
五
十
一
巻

五

体

競

五

に
は
、
そ
白
約
四
十
五
倍
に
騰
貴
し
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
ヴ
ア

V

シ
ヨ
V

議
舎
は
、
金
属
貨
幣
白
流
通
沿
よ
ぴ
占
有
を
禁
止
し

一
七
九
三
年
四
月
に
は
鳩
て
の
取
引
債
格
も
7
ツ
シ
一
一
ア
の
み

に
よ
っ
て
決
め
る
べ
き
と
と
を
命
ビ
、
金
属
貨
幣
は
ア
ツ
シ

ア
と
等
慌
に
於
て
の
み
使
用
し
得
る
と
と
主
決
定
し
た
。

コ
ン
ヴ
ア
シ
ヨ

V

議
舎
の
以
上
の
様
左
割
策
は
、
賓
質
的
に

は
ア
ツ
シ
且
ア

D
崩
壊
を
促
進
し
た
に
過
ぎ
左
か
っ
た
。
何
故

友
ら
ぽ
酒
々
た
る
ア
ツ
シ
ニ
ア
の
洪
水
と
物
債
騰
貴
は
、
か
6
A

る
劉
策
に
も
拘
は
ら
・
下
、
或
は
か
L
る
針
策
の
強
行
の
放
に
、

A

止
々
深
刻
さ
を
加
へ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ア
ツ
シ
ェ
ア
を
救
ム

唯
一
白
方
法
は
、
ア
ツ
シ
孟
ア
を
放
棄
す
る
と
と
以
外
に
は
あ

り
得
な
か
っ
た
。
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
事
礎
以
後
白
コ
ン
ヴ
ア
ン

シ
ヨ

y
議
舎
の
政
策
は
、
上
遁
の
統
制
に
封
し
て
、
全
廃
業
を

競
争
と
自
由
と
に
向
っ
て
放
置
す
る
と
一
言
ム
線
に
沿
っ
て
潟

さ
れ
た
。
ナ
左
は
ち
商
品
。
徴
質
構
と
最
高
債
侍
制
む
慶
止
・

金
銀
取
引
白
承
認
・
取
引
所
白
再
開
等
が
之
で
あ
り
、
ア
ツ
シ

一
一
ア
は
か
ぐ
し
て
自
由
な
る
蹟
落
の
↑
路
を
辿
っ
た
白
で
あ
っ

た。

111へば1790年に '4リープルであった小*50キログヲム仕90009ープルに建L
た。
Albert Despaux; L'inflation dans l'histoire. p. 319 
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四

ア
ツ

U

ニ
ア
の
廃
止

共
和
廃
三
年
、
執
政
官
政
治
の
開
始
を
宣
言
す
る
新
憲
法
は

財
産
所
有
者
。
特
権
と
し
て
の
政
治
的
権
利
と
経
神
的
自
由
D

確
立
を
日
棋
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
枇
舎
の
か
く
D
如
雪
安

定
化
と
共
に
、
不
断
の
動
揺
と
擾
乱
白
源
泉
た
る
ア
ツ
シ
一
一
ア

は
、
最
平
不
必
要
で
あ
っ
た
。
強
制
通
用
力
主
奪
は
れ
た
ア
ツ

シ
ニ
ア
は
、
寅
質
的
に
も
失
第
に
そ
の
貨
幣
と
し
て
の
機
能
を

喪
失
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

共
和
暦
四
年
第
三
月
、
議
舎
は
た
ほ
流
通
界
に
残
存
す
る
ア

ツ
シ
ニ
ア
の
悶
牧
を
目
的
と
す
る
強
制
公
債
の
強
行
を
可
決
す

る
と
共
に
、
ア
ツ
U
-
一
ア
と
の
連
繋
を
断
ち
切
る
E
と
を
決
定

し
た
。
し
か
し
コ
ン
ず
T
Y
シ
ヨ

y
時
代
の
強
制
公
債
が
大
し

た
数
泉
主
有
た
た
か
っ
た
如
く
、
と
白
揚
合
に
も
財
産
の
隠
匿

が
附
帯
し
く
行
は
れ
、
賓
質
的
友
ア
ツ
シ
一
一
ア
D
慶
止
・
流
通
界

か
ら
り
完
全
友
排
除
は
直
ち
に
は
賃
現
さ
れ
左
か
っ
た
。

五

マ
ン
ダ
・
4
7
9
ト
リ
ア

Y

ア
ツ
シ
=
ア
紙
幣

強
制
公
債
の
後
行
後
も
た
ほ
流
通
界
に
止
っ
た
二

O
O億
か

ら
二
五

O
億
に
上
る
?
?
ウ
ェ
?
を
回
収
せ
ん
が
震
に
、
議
舎

は
固
有
財
産
D
費
却
を
企
て
た
の

し
か
し
乍
ら
、

ナ
ポ
レ
オ

ン
・
ポ
ナ
パ
ル
ト
の
接
頭
を
見
守
t
A

あ
っ
た
と
の
時
代
は
、
頻

設
す
る
外
国
戦
争
の
時
代
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ー
や
ラ
イ
ン
地
方

の
軍
隊
を
養
ふ
た
め
の
手
段
を
再
び
ア
ツ
シ
ニ
ア
以
外
に
求
め

マ
V
グ
・
テ
リ
下
リ
ア
ル

る
必
要
に
泊
一
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

は
か
〈
し
て
生
れ
出
た
の
で
あ
っ
て
、
寅
質
的
に
は
新
た
る
範

鴎
の
7
ツ
シ
ニ
ア
を
作
り
出
し
た
に
他
友
ら
友
か
っ
た
。

一
七
九
六
年
、
議
舎
は
一
一
十
四
憶
の
マ
ン
グ
白
議
行
主
決
定

し
、
五
十
七
億
リ
1
プ
ル
と
評
領
さ
れ
た
固
有
財
産
を
そ
の
捨

保
と
し
た
自
で
あ
る
。
マ

Y

グ
は
直
ち
に
強
制
遇
用
力
主
付
興

さ
れ
た
が
、
ア
ツ
シ
=
7
D
揚
合
と
金
〈
同
じ
く
、
聞
も
及
〈

そ
の
名
目
債
格
D
五
%
に
ま
で
下
落
し
て
了
っ
た
ロ
政
府
と
議

舎
は
、
今
度
拡
下
落
し
た
マ
ン
グ
に
劃
し
て
最
早
な
ん
ら
の
執

着
を
示
さ
宇
し
て
、
第
十
月
に
は
そ
白
強
制
通
用
力
を
廃
止
し

銭
貨
を
以
て
す
る
取
引
を
法
認
す
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
紙

幣
蛮
行
の
試
み
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
白
政
椿
獲
得
と
共
に
、
再
び

第
五
十
一
一
巻

第

観

五

王
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ア
ツ
シ
一
一
ア
輯
解

顧
み
ら
れ
友
〈
な
っ
て
了
っ
た
。

..... ，、
ア
ツ
シ
ェ
ア
に
於
げ
る
問
題

以
上
簡
単
に
7
ツ
む
一
一
ア
の
経
過
を
紹
介
し
得
た
と
思
ム
が

ア
ツ
シ
一
一

7
が
フ
ラ
Y

ス
草
命
を
遁
巳
て
如
何
危
る
意
義
と
役

割
を
有
っ
た
か
を
究
明
す
る
己
と
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
忠

は
れ
る
。
著
者
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ヂ
ス
ポ

1
は、

7

7
シ
ニ

7
を

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
白
一
例
と
し
て
取
扱
ひ
、
戦
争
と
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ヨ
ン
な
る
関
聯
か
ら
ア
ツ
シ

r
?
を
問
題
と
し
て
ゐ
る

が
知
〈
で
あ
る
。
私
に
は
ア
ツ
シ
一
一
ア
は
フ
ラ
V

ス
枇
舎
白
ア

ン
シ
ア

y
レ
ジ
ー
ム
か
ら
近
代
枇
舎
へ
の
持
換
を
準
備
し
、
ま

た
之
を
可
能
友
ら
し
め
た
要
因
由
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
弐
D
如
雪
事
賓
か
ら
で
あ
る
。
邸
ち

ア
ツ
シ
=
ア
の
下
落
は
、
小
作
農
業
者
の
小
作
料
の
支
梯
を
非

常
に
容
易
友
ら
し
め
た
と
共
に
、
ア
ツ
シ
一
一
ア
を
以
て
す
る
図

有
と
さ
れ
た
土
地
の
購
入
を
も
本
易
在
ら
し
め
、
か
〈
し
て
農

民
白
土
地
所
有
を
進
行
せ
し
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
特
有
の
白
川
営
農

民
を
庚
〈
作
り
出
し
た
己
と
が
是
で
あ
る
。
更
に
ア
ツ
シ
-
一
ア

第
五
十
二
巻

五
回

策

班

Z 

"" 

の
下
落
は
物
侵
騰
貴
を
伴
ひ
『
商
品
、
生
滑
資
料
は
、
ァ
ツ
む

ニ
ア
の
下
落
よ
り
も
一
唐
甚
し
い
割
合
で
毎
日
昂
騰
し
た
』
限

り
に
於
て
、
そ
れ
が
特
に
農
業
生
産
者
指
上
ぴ
共
他
の
生
産
者

に
有
利
に
作
用
し
た
こ
と
は
言
ふ
起
も
友
い
。
己
の
一
様
忙
し
て

形
成
さ
れ
設
建
せ
し
め
ら
れ
た
プ
ラ
Y

ス
農
業
の
遅
代
化
が
、

そ
れ
以
後
の
フ
ラ
Y

ス
杜
舎
白
基
礎
と
在
っ
た
と
す
る
社
ら

ば
、
ア
ツ
シ
一
一
ア
は
そ
の
潟
の
持
換
を
準
備
し
、
可
能
在
ら
し

め
た
も
の
L

一
つ
で
あ
っ
た
と
言
ひ
得
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
あ
ら
ゆ
る
政
治
上
の
痩
還
に
も
拘
は
ら
や
、

T
ツ
シ
ェ
ア
の
み
は
そ
の
聞
を
一
貫
し
て
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
一

形
成
主
準
備
す
る
と
言
ふ
役
割
を
併
せ
有
し
た
も
の
と
考
へ
ら

れ
る
。ア

ツ
シ
-
一
ア
白
歴
史
的
意
義
の
さ
ら
に
殿
密
友
る
規
定
は
、

近
代
フ
ラ
ン
ス
経
済
史
の
出
張
新
す
な
は
ち
近
代
フ
ラ
Y

ス
枇

合
の
形
成
過
程
に
於
け
る
特
殊
化
の
契
機
を
明
に
す
る
た
め
の

一
つ
D
鍵
を
興
へ
る
で
あ
ら
う
。
と
れ
が
ア
ツ
シ
一
一
ア
に
於
て

浅
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
。
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